
JP 2007-237544 A5 2008.7.17

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成20年7月17日(2008.7.17)

【公開番号】特開2007-237544(P2007-237544A)
【公開日】平成19年9月20日(2007.9.20)
【年通号数】公開・登録公報2007-036
【出願番号】特願2006-62627(P2006-62627)
【国際特許分類】
   Ｂ２７Ｂ   5/20     (2006.01)
   Ｂ２３Ｄ  45/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２７Ｂ   5/20    　　　Ｂ
   Ｂ２３Ｄ  45/04    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成20年6月4日(2008.6.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加工部材を支持するベースと、
　該ベース上に支持され該ベースに対して回動可能なターンテーブルと、
　該ターンテーブルに設けられ該ターンテーブルの上方で切断刃を揺動可能に支持する切
断部と、
　該ベース及び該ターンテーブルに関連して該ターンテーブルを該ベースに対して回動不
能に固定可能な固定機構と、を備え、
　該ターンテーブルは、該切断刃が揺動して交わる箇所となるターンテーブル本体と、該
ターンテーブル本体と該切断刃とが交わる交線の延長線上にあって該ターンテーブル本体
外周から該交線の延長線方向に突出する突出部とを有し、
　該突出部は該ターンテーブル本体外周からの突出量を変更可能であることを特徴とする
卓上切断機。
【請求項２】
　該突出部は、先端部を備え、
　該ターンテーブル本体には、該先端部を支持可能な基部が設けられ、
　該突出部の突出量変化は該基部に対する該先端部の位置変化により達成されることを特
徴とする請求項１に記載の卓上切断機。
【請求項３】
　該先端部は該基部に移動不能に固定された支持位置と、該基部への固定が解除された非
支持位置との間で移動可能であることを特徴とする請求項２に記載の卓上切断機。
【請求項４】
　該基部は、該交線の延長方向と略直交する方向に延びる回動軸を備え、
　該先端部は、該基部の延出方向と該先端部の延出方向とが同一となる該支持位置と該基
部の延出方向と該先端部の延出方向とが略直交する非支持位置との間を回動可能に回動軸
で軸支されていることを特徴とする請求項３に記載の卓上切断機。
【請求項５】
　該先端部と該基部とに関連して、該先端部が支持位置及び非支持位置にある状態で該基
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部に対する該先端部の位置を固定する位置固定機構が設けられていることを特徴とする請
求項４に記載の卓上切断機。
【請求項６】
　該基部は該加工部材と対向する基部上面を有し、
　該回動軸は該基部上面近傍に該基部上面と該回動軸の軸方向が略平行になるように設け
られ、
　該先端部が該支持位置にある状態で該基部と該先端部との互いに対面する位置には、該
先端部の該基部に対する回動角度を調整する回動角度調整機構が設けられていることを特
徴とする請求項４または請求項５のいずれかに記載の卓上切断機。
【請求項７】
　該先端部は該基部に着脱可能に設けられ、該先端部が該基部に装着された状態で該先端
部は該支持位置にあり、該先端部が該基部から離脱した状態で該先端部は非支持位置にあ
ることを特徴とする請求項３に記載の卓上切断機。
【請求項８】
　該先端部と該基部とは、該先端部が該基部に隣接する位置と該基部に離間する位置との
間で該交線方向において移動可能に構成されていることを特徴とする請求項２に記載の卓
上切断機。
【請求項９】
　該ベースの該ターンテーブルの回動軸を中心とする円弧位置に複数設けられた係止部と
、
　該基部に設けられて該係止部と係合可能であると共に該係止部に対する係合・離脱を選
択的に操作可能な係合部材と、を備えることを特徴とする請求項１乃至請求項８のいずれ
か一に記載の卓上切断機。
【請求項１０】
　該切断部は、該切断刃を該交線と平行に移動可能な移動機構を備えることを特徴とする
請求項１乃至請求項９のいずれか一に記載の卓上切断機。
【請求項１１】
　該切断部は、切断刃を回転可能に支持する切断本体部と、該ターンテーブルに支持され
ると共に該切断本体部を支持する支持部と、を備え、
　該支持部は、該切断本体部を揺動可能に支持する揺動支持部と、該ターンテーブルの回
動中心に対して該突出部の反対位置に設けられ該揺動支持部を保持すると共に該交線と略
平行な方向に該揺動支持部を移動可能とするスライド支持部と、を有し、
　該移動機構は、該揺動支持部と該スライド支持部から構成されることを特徴とする請求
項１０に記載の卓上切断機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記課題を解決するために本発明は、加工部材を支持するベースと、該ベース上に支持
され該ベースに対して回動可能なターンテーブルと、該ターンテーブルに設けられ該ター
ンテーブルの上方で切断刃を揺動可能に支持する切断部と、該ベース及び該ターンテーブ
ルに関連して該ターンテーブルを該ベースに対して回動不能に固定可能な固定機構と、を
備え、該ターンテーブルは該切断刃が揺動して交わる箇所となるターンテーブル本体と、
該ターンテーブル本体と該切断刃と該ターンテーブル本体とが交わる交線の延長線上にあ
って該ターンテーブル本体外周から該交線の延長線方向に突出する突出部とを有し、該突
出部は該ターンテーブル本体外周からの突出量を変更可能である卓上切断機を提供する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記卓上切断機において該突出部は先端部を備え、該ターンテーブル本体には、該先端
部を支持可能な基部が設けられ、該突出部の突出量変化は該基部に対する該先端部の位置
変化により達成されることが好ましい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　ベース部２は、被切断部材である木材Ｗを担持するベース２１と、ベース２１上に回動
可能に担持されたターンテーブル２２と、ベース２１に設けられたフェンス２３とから主
に構成されている。ベース２１は、図２及び図３に示されるように、一対の左ベース２１
Ａと右ベース２１Ｂとから構成されている。これら左ベース２１Ａと右ベース２１Ｂとが
並んでいる方向を左右方向と定義し、ベース２１の木材Ｗを載置する面の上方を上方、反
対を下方と定義する。また図６に示されるように、ベース２１（図１）においては、ター
ンテーブル２２により覆われる箇所に、ターンテーブル２２の回動中心となる中心軸２２
Ｃを中心とする円弧状に構成された規制部材２１Ｃが設けられている。規制部材２１Ｃに
は、係合部となる凹部２１ｂが規制部材２１Ｃの円周方向に区分する所定の角度毎に複数
形成されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　また先端部２６の基端位置であって下方側位置には、後述のピン２６Ｃと択一的に係合
可能な第一保持孔２６ａと第二保持孔２６ｂとが形成された固定機構部２６Ｂが設けられ
ている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　図２及び図５に示されるように、基部２５の右側側面部分には、突出部２４の延出方向
と略直交する方向に移動可能なピン２６Ｃが設けられている。このピン２６Ｃは第一保持
孔２６ａと第二保持孔２６ｂとのいずれか一方に係合することが可能となっている。具体
的には、図６及び図７に示されるように、突出部２４の上面がターンテーブル本体部２２
Ａの上面と同一面となり、基部２５の突出方向と突出部２４の突出方向が略同一となる位
置（支持位置）においてピン２６Ｃは、第二保持孔２６ｂに挿入され、図８に示されるよ
うに、支持位置から回動されて突出部２４の突出方向が基部２５の突出方向と略直交する
方向になる位置（非支持位置）においてピン２６Ｃは、第一保持孔２６ａに挿入される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００３８】
　図１に示されるように、切断本体部５は、ハウジング５１と、モータ５２と、ハンドル
５３と移動用ハンドル５４と鋸刃カバー５５とを備え、切断刃である丸鋸刃６を回転可能
に支持している。ハウジング５１は、その下端で揺動軸４１Ａに軸支され、バネ４１Ｂで
上方に付勢されている。モータ５２は丸鋸刃６を駆動し、ハウジング５１内に配置されて
いる。ハンドル５３はハウジング５１の上部に設けられて、切断本体部５を揺動する際の
把握箇所となる。またハンドル５３にはモータ５２の回転制御を行うスイッチ５３Ａが設
けられている。移動用ハンドル５４はモータ５２近傍位置に設けられて、切断本体部５を
図示せぬピンで最下方に揺動させた状態で、卓上丸鋸１を移動する際に把握する箇所とな
る。鋸刃カバー５５はハウジング５１と一体に設けられており、その内部に丸鋸刃６を備
えて保護している。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　また図４に示されるように、木材Ｗの前後方向における幅が大きい場合には、切断本体
部５を最も前方まで摺動させ、スイッチ５３ＡをＯＮにして丸鋸刃６を回転させながら、
切断本体部５を下方に揺動した後に、丸鋸刃６を回転させた状態で切断本体部５を後方に
移動させる。この場合に木材Ｗの前側部分は、突出部２４上に担持されるため、安定して
木材Ｗを切断することができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　図９に示されるように突出部１２４は、ターンテーブル本体部１２２Ａから延出される
基部１２５と基部１２５の延出方向先端に位置する先端部１２６とから主に構成されてい
る。図９及び図１１に示されるように、先端部１２６の先端部分にはハンドル１２６Ａが
設けられており、先端部１２６と基部１２５との連結部分であって左側側面部分にはネジ
１２６Ｂが設けられている。先端部１２６の基部１２５と対向する位置には、略鈎状を成
す一対の腕部１２６Ｃ、１２６Ｃが設けられている。基部１２５の先端部１２６と対向す
る位置には、側面に一対の溝部を備えた係合部１２５Ａが設けられており、図１に示され
るように、係合部１２５Ａと一対の腕部１２６Ｃ、１２６Ｃとが係合して基部１２５と先
端部１２６とが連結されている。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　図１２に示されるように、基部１２５の側面部分にはネジ穴１２５ａが形成されており
、一対の腕部１２６Ｃ、１２６Ｃのうち左側側面を構成する部分であってネジ穴１２５ａ
と対応する位置には孔１２６ａが形成されている。よって基部１２５と先端部１２６とを
係合させた状態で、ネジ１２６Ｂを孔１２６ａを通してネジ穴１２５ａとを螺合させるこ
とにより、基部１２５に先端部１２６が移動不能に固定される（支持位置）。
【手続補正１１】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　また第一～第三の実施の形態において、安全性を高めるために、先端部が非支持位置に
ある状態では、スイッチをＯＮにしてもモータが起動しないように作用する安全機能、例
えばモータの電力供給を遮断するスイッチを設けてもよい。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図２】

【手続補正１３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図３】

【手続補正１４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図６】

【手続補正１５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図７】

【手続補正１６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図８】
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